
個人のお客様向け （単位 円） 2026年4月1日時点

 【産休・育休相談】  1時間 10,000
＊確認されたい事を中心に、お客様のご状況に合わせてお伝えします

（特集ページあり）

 【追加相談】
【産休・育休相談】から1年以内に

 １回15分・2回まで
無料 ＊30分１回としてのご利用も可能です

事業所様向け ＊下記の業務委託プランについては、事前打合せ（1時間程度・無料）によりご判断いただくことも可能です。

 Aプラン

  ［従業員様への説明および聴取］ 事業所様において、ご担当者様同席の下 １～2時間程度/回
30,000 ＊事業所様および従業員様双方に必要な資料をお渡しします

 Bプラン

  ［従業員様への説明および聴取］

  ［届書作成と申請］

事業所様において、ご担当者様同席の下 １～2時間程度/回

行政への手続き

50,000 ＊事業所様および従業員様双方に必要な資料をお渡しします

 Cプラン

  ［従業員様への説明および聴取］

  ［育児休業規程の作成］

事業所様において、ご担当者様同席の下 １～2時間程度/回

既存の就業規則本体に付随する規程部分を作成します

60,000 ＊事業所様および従業員様双方に必要な資料をお渡しします

 Dプラン

  ［届書作成と申請］

  ［育児休業規程の作成］

行政への手続き

既存の就業規則本体に付随する規程部分を作成します

50,000 ＊事業所様および従業員様双方に必要な資料をお渡しします

 Eプラン

  ［従業員様への説明および聴取］

  ［届書作成と申請］

  ［育児休業規程の作成］

事業所様において、ご担当者様同席の下 １～2時間程度/回

行政への手続き

既存の就業規則本体に付随する規程部分を作成します

80,000 ＊事業所様および従業員様双方に必要な資料をお渡しします
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